
 

 

 

 
 

学校だより 第 5号 
令和 4年 8月 31日  北斗市立島川小学校 

【学校教育目標】「未来をひらき 心豊かに たくましく生きる力の育成」 

☆ 進んで学びつづける子 
☆ 広い心で思いやる子 
☆ たくましく生きる子 
令和 4 年度 重点教育目標 
 進んで学び 互いに高め合う子の育成 
 

学校 URL http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/gakko/shimasyo/ 

『 生活習慣の確立 』 

校長 大山 真由美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月の主な予定 ｢早寝,早起き,朝ごはん!｣ 

２日（金）遠足  Pepper活用①終了 

３日（土）通学路の安全を進める大会 

４日（日）ノーゲームデー 

５日（月）社会科見学（３年） 

６日（火）ミニトマト収穫体験 

７日（水）全校朝会 水泳学習② 委員会 

９日（金）学習参観 

１４日（水）水泳学習③ 

１９日（月）敬老の日 

２１日（水）クラブ⑤ 

２２日（木）避難訓練（火災想定） 

２３日（金）秋分の日 

２７日（火）旗の波運動  避難訓練予備日 

２８日（水）委員会 

３０日（金）旗の波運動予備日 

****************************************** 
 毎月第1・第3日曜日は「ノーゲームデー」 

 市Ｐ連と連動し、大野地区ではスマートフォ

ン・携帯電話などのインターネット接続可能機

器は、午後９時以降は使用しない、させない取

組をしています。生活リズムを整えることの一

助となりますよう御家庭での御理解と御協力を

お願いいたします。 

８月２２日月曜日、２学期のスタートです。全校児

童が「おはようございます」と挨拶をして、はりきっ

て登校しました。学校に元気な声が響くことは、嬉し

いかぎりです。 

 

 長期の休みに入る前などに、先生たちは子供たちに

も、保護者の皆様にも「規則正しい生活を送る」よう

にとよびかけています。規則正しい生活とはどのよう

なことなのでしょうか。基本的な生活習慣のより一層

の定着を図ってほしいということです。具体的には人

間が社会生活を送る上で必要な態度や行動の基礎と

なることを、学校という時間の管理から離れた空間で

あっても意識した生活を送ってほしいということで

す。それは、大きく３つに分けることができます。 

○生命を尊重することや健康に関すること  

 身体や衣服の清潔、洗面歯磨き、交通安全や危険か

ら身を守る 等 

○よりよい生活に関すること 

 時間を守ること、身のまわりの整理整頓、規則を守

ること、物の使い方や金銭の活用 等 

○礼儀作法に関すること 

 挨拶、言葉遣い、食事の作法、身だしなみ等を整え

る 等 

 

 基本的な生活習慣の定着について、繰り返し、各家 

庭に協力をよびかけ、指導するのは、子供の時に身に 

付けておくことが大切であり、一貫性をもって繰り返 

し指導していくことで定着を図ることが可能になる 

のです。 

 

 夏休みを経て、どの子も体格も成長し、言動や行動 

も成長した様子が伺えます。子供たちの笑顔と挨拶で 

スタートしました。各家庭での御協力のおかげです。 

ありがとうございます。 

 

 

【新型コロナウイルス感染防止】 

 新型コロナウイルス感染症につきまして

は現在、第７波と呼ばれる状況にあり、感

染の拡大が続いています。子どもたちが安

心・安全に学び続けることができるよう、

学校は感染防止対策に努めます。 

御家庭におかれましても、引き続き、感

染防止対策に御注意くださいますようお願

いいたします。 

◇ 三つの密（密閉・密集・密接）の 

回避 

◇ マスクの着用 

◇ 手洗いなどの手指消毒 

◇ 毎日の健康観察・検温 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 思 春 期 教 室  

 ７月１９日（火）に５・６年生を対象に実施しました。 

これは、命や体の大切さ学び心身ともに健やかな大人に 

なっていくことを目指す取組です。市役所民生部子育て 

支援課に御協力いただき、保健師による講義、妊婦疑似 

体験、赤ちゃん人形による育児体験をしました。 

 育児体験では人形を用いておむつ交換や衣服の着替え、 

妊婦疑似体験では動きにくさを体感することで、自分が 

大事に育てられてきたことに思いをはせるなど有意義な 

時間になりました。 

☆「夏の寺子屋 in島川」 

今年度は学習サポートの取組として放課

後学習を低学年は火曜日に、中・高学年は

金曜日に実施しています。長期休業期間中

は希望者を募り、夏休みは７月２8 日

（木）・29日（金）に実施しました。 

 １日目は１１名、２日目は１0 名の児童

が参加しました。取り組む学習内容を自分

で決め、集中して取り組むとともに、指導・

支援に入った先生方のヒントやアドバイス

を聞きながら課題解決を進めました。学習

後はスポーツをしてリフレッシュ。有意義

な時間となりました。 

☆ 複式校学校間交流  

市内の複式校で、コミュニケーション能

力、表現能力の育成を目指し、同学年の子

どもたちとの交流体験をオンラインで実施

しています。 

７月２１日（木）は３年生の１回目を実

施しました。自己紹介や「英語でビンゴ」

などに取り組みました。 

３年生の２回目は８月末に、また他の学

年でも実施していく計画です。 

コミュニケーションツールを活用し、情

報活用能力の育成も図っていきたいと考え

ています。 


